
検定協会だより
7

平成30年7月
第451号



htt
p:/

/w
ww.jfe

ii.o
r.jp

平
成
30
年
7
月
号

目次
 

巻頭のことば

 「お知らせ文書」を送ってみたら
　  東京消防庁総監　村上研一

 
官庁情報

 消防法施行規則等の一部を改正する省令等について
 消防庁予防課　松葉勇志

 
協会情報

 平成29年度の受託評価業務を振り返って
 警報設備部

消火・消防設備部
虎ノ門事務所

 「東京国際消防防災展2018」での展示ブースの出展報告
 企画研究部情報管理課

 「第18回レスキューロボットコンテスト」
 への展示ブースの出展について

 企画研究部情報管理課

 財団法人 消防安全中心基金会（ＣＦＳ）の表敬訪問
 について

 企画研究部企画研究課

 財団法人 中華民国消防技術顧問基金会（ＴＦＴＦ）の
 表敬訪問について

 企画研究部企画研究課

 
おしらせ

 有効期限を経過した受託評価品目
 

 協会通信・業界の動き・  検定・性能評価・受託評価数量
 消防庁の動き  （平成30年６月）

 新たに取得された型式一覧  
 

１

3

11

27

30

33

34

35

37 42

40



ば
と
こ
の
頭
巻

－1－

 検定協会だより　30年７月

今年は享保４年に東京の消防の祖である江戸町火消が発足して300年、昭和23年に自

治体消防制度が発足して70年の節目の年です。この節目の年に、東京ビッグサイトにお

いて５月30日から６月３日の日程でアジア消防長協会総会、全国消防長会総会、東京国

際消防防災展2018などを開催しました。

消防防災展には日本消防検定協会をはじめ300近い企業・団体が出展し、展示規模は

過去最大規模となりました。ICT などの新しい技術を活用した消防用設備等の展示や

VR を活用した地震・避難・消火体験など、消防防災分野の最先端をいく展示内容は多

くの方の関心を集め、アジアの各国・地域、日本全国から消防関係者のほか、消防防災

に興味をお持ちの方、消防が大好きな家族連れなど４日間で約18万人もの方にご来場い

ただき、大盛況で終了することができました。開催にご尽力いただいた株式会社東京

ビッグサイトをはじめ関係者の皆様、ご参加いただいた企業・団体の皆様に御礼を申し

上げますとともに、ご来場いただいた方々に感謝いたします。

消防防災展を見ていた時も、その後、複合ビルの完成前視察でも感じたのは、日本の

建築物・設備は常に最新で素晴らしいということです。東京では２年後の東京2020大会

に向け、急速に都市開発が進められていますが、最新の建築技術が導入され、地震に強

く、環境に配慮し、人にやさしい建築物になっており、消防用設備等も非の打ちどころ

のない状態に仕上がっています。

そこで問題になってくるのは維持管理です。建築物の安全性を新築時と同様に確保す

るためには、消防用設備等をはじめ各種防災関係設備を適正に管理し、機能を維持して

いく必要があります。消防用設備等については、消防法第17条の３の３で定期的な点検

と消防機関への報告が義務付けられています。

実態はどうでしょう、平成29年度末での点検報告率（消防法施行令で消防用設備等の

設置義務防火対象物で消防機関に報告している比率）は全国で49.2％にすぎません。東

京消防庁では約67％です。決して十分とは言えません。何か対策が必要ということです。

総務省消防庁では平成27年に消防用設備等点検報告制度に関する検討部会を設置し、検

「お知らせ文書」を送ってみたら

東京消防庁総監

村 上 研 一
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討を実施しているところで、報告率が高い消防本部や報告率が大きく上昇した消防本部

の取組事例などを紹介するなどの取り組みを進めています。

東京消防庁では、従来、点検報告未提出の防火対象物の関係者に「勧告書」を送付し

て提出を促すほか、必要に応じて査察係員が訪問して指導していましたが、係員に限り

があり、はかばかしい成果を上げられませんでした。担当係員の増員が難しい中、東京

2020大会の開催が迫り、対策を講じる必要がありました。そこで、外部委託により「お

知らせ文書」を送付する事業を開始しました。この事業は東京2020大会を見据え、競技

施設、繁華街、観光地等の観光客等が多く集まると予想される地域で、①お知らせ文書、

リーフレット、アンケート送付②コールセンターの設置③アンケートの回収・集計など

を委託して実施するもので、平成28年度からスタートしました。

初年度は約42,800対象に送付しましたが、約37％が届け先不明で返送されたほか、

コールセンターへの問い合わせが殺到し苦情につながるなどの課題が生じました。返送

は送付時のデータの精査が不十分なことが要因であり、問い合わせの殺到は発送を１回

で行ったことが原因でした。平成29年度は発送を分けるなどの改善を図り約42,400対象

に送付しました。送付後１年間で38％の送付対象から報告されるなど、一定の成果があ

がっており、平成29年度末で送付区域内の報告率は約５ポイント上昇し約69％に、東京

消防庁全体の報告率は２ポイント上昇し約67％になっています。

今回の事業で留意したのは、消防署に問い合わせがないようにコールセンターを設け

たことと、提出されない方々の意見を聞くためにアンケートを実施したことです。コー

ルセンターは一時電話が通じなくなる状態になりましたが、消防署の業務負担を減らす

点では成果を上げることができました。興味深いのはアンケートです。「点検・報告が

必要なことを知っていましたか？」という設問に対し、45.4％が「知らなかった」と回

答。次に知っていた方に「なぜ報告をしていなかったか？」と尋ねると19.4％が「いつ

報告を行えばいいのかわからなかった」、18.7％が「いつ点検をすればいいのかわから

なかった。」と回答しています。すなわち、７割近くの方が点検報告制度を正しく理解

していないことが分かったのです。私達消防職員にとっての常識が建物関係者にとって

は決して常識ではないのです。

建物購入時、テナント入居時等、建物やスペースが別の人に引き渡されるときに必要

な情報が伝達されていない可能性が考えられます。建物の安全性、都市の安全性を向上

させていくためには、そこに暮らす人、そこで働く人に目を向けきめ細かい予防行政を

展開していくことが必要なことをこのアンケートは教えてくれました。

先日、TV をみていたら、ある社長がこのようにいっていました。「同じ業務を続け

ているだけでは後退する。前に進み続けて初めて現状が維持できる。」私も常にこのよ

うな気持ちで業務に取り組んでいきたいと考えています。
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１　はじめに

住宅宿泊事業法（平成29年法律第65

号）が平成30年６月15日に施行され、住

宅宿泊事業法の施行期日を定める政令

（平成29年政令第272号）により、住宅宿

泊事業に係る事前の届出が同年３月15日

から開始されるとともに、旅館業法施行

令の一部を改正する政令（平成28年政

令第98号）が平成28年４月１日に施行

され、客室の最低面積基準が収容定員

一人当たり3.3㎡以上とするよう緩和さ

れ、「簡易宿所営業における玄関帳場等

の設置について」（平成29年12月15日付

け生食発1215第３号）により、複数の簡

易宿所において共同で玄関帳場等を設置

する場合の取扱いについて示されまし

た。これに伴い、共同住宅の一部が消防

法施行令（昭和36年政令第37号。以下

「令」という。）別表第一（５）項イの用

途に供される防火対象物が今後増加する

ことが想定されることから、こうした施

設における消防用設備等の設置基準を合

理化すべく、今般、消防法施行規則（昭

和36年総務省令第６号。以下「規則」と

いう。）、特定共同住宅等における必要と

される防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等に関する省令（平成17年総

務省令第40号。以下「特定共住省令」と

いう。）及び特定小規模施設における必

要とされる防火安全性能を有する消防の

用に供する設備等に関する省令（平成20

年総務省令第156号。以下「特小施設省

令」という。）の関連規定の整備を行う

ため、消防法施行規則等の一部を改正す

る省令（平成30年総務省令第34号。以下

「改正省令」という。）及び消防法施行令

第三十六条の二第一項各号及び第二項各

号に掲げる消防用設備等に類するものを

定める件（平成30年消防庁告示第13号）

を平成30年６月１日に公布・施行したと

ころです。以下、この改正省令等につい

て御紹介いたします。

２　改正の背景

近年、住宅を活用して宿泊サービスを

提供する、いわゆる民泊サービスが急速

に普及してきており、急増する訪日外国

人観光客のニーズや大都市部での宿泊需

給の逼迫状況等に対応するため、民泊

サービスの活用を図ることが重要視され

消防庁予防課　松葉勇志

消防法施行規則等の一部を改正する省令等

について
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ているほか、公衆衛生の確保や地域住民

等とのトラブル防止に留意したルールづ

くり、無許可で旅館業を営む違法民泊へ

の対応が急務となっていました。

これらの状況の中で、平成25年12月に

公布された国家戦略特別区域法第13条に

おいて一部地域における旅館業法の特例

が規定され、いわゆる特区民泊が認めら

れたほか、平成28年３月に行われた旅館

業法施行令の改正において簡易宿所の客

室面積基準等が見直されており、下述の

「民泊サービス」のあり方に関する検討

会等を経て、平成29年６月、民泊サービ

スの適正な運営の確保と同サービスの普

及の両立を図るため、住宅宿泊事業法が

公布されました。

住宅宿泊事業法は、住宅における宿泊

の年間提供日数の上限を180日とし、住

宅宿泊事業（民泊サービス）を行う者を

「住宅宿泊事業者」、住宅事業者から委託

を受けて管理業務を行う者を「住宅宿泊

管理業者」、宿泊サービスの仲介業務を

【民泊サービスの制度設計の概要】

（「民泊サービス」のあり方に関する検討会）

◆　制度目的

民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニ

ーズや宿泊需給への対応、空き家の有効

活用等。

◆　制度の対象とする民泊の意義

住宅を活用した宿泊の提供と位置付け、

住宅を１日単位で利用者に貸し出すもの

で、「一定の要件」の範囲内で、有償かつ

反復継続するもの。

※　「一定の要件」として、既存の旅館・

ホテルと法律上異なる取扱いをするため

の合理的な基準を設定（例：日数制限

（年間180日以下）、宿泊人数制限、延床

面積制限等）。 

「一定の要件」を超えて実施されるも

のは、新たな制度枠組みの対象外であり、

旅館業法に基づく営業許可が必要。

※　「住宅」として扱い得るような「一定

の要件」が設定されることとなれば、住

居専用地域（下述）でも実施可能（ただ

し、地域の実情に応じて、条例等により

実施できないこととすることも可能。）。

◆　制度枠組みの基本的な考え方

「家主居住型（ホームステイ）」と「家

主不在型」に区別した上で、住宅宿泊事

業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介

業者に対する適切な規制を課し、適正な

管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行

政が、住宅を提供して実施する民泊を把

握できる仕組みを構築。
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行う者を「住宅宿泊仲介業者」と定め、

各者に対する適切な規制を課しています。

また、住宅宿泊事業は、都市計画法上の

住居専用地域においても運営することが

可能とされています。

また、住宅宿泊事業法と消防法（昭和

23年法律第186号）との関係では、住宅

で民泊を行う場合、建物や設備等に不慣

れな不特定の者（外国人を含む）が滞在

し、火災リスクが高まることから、滞在

者や他の居住者の安全確保のため、消防

法に基づく防火安全対策（消防用設備等

の設置や防火管理等）が適切に実施され

ること、さらに、住宅宿泊事業者が不在

であり、かつ、宿泊室の面積が50㎡を超

える場合は、令別表第一（５）項イとな

ることが重要です。

３　改正省令の概要（民泊関連部分）

令別表第一（５）項ロの用途に供され

る防火対象物等に同表（５）項イの用途

に供される部分が入居することにより、

【図-1】のように消防用設備等の設置基

準が強化されます。これらの規制を合理

化するため次の１）から４）の改正を行

いました。

１）スプリンクラー設備の設置基準の見

直しについて（規則第13条関係）（改

正事項①）

令第12条第１項第３号において、令別

表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、

⑼項イ及び⒃項イに掲げる防火対象物で、

地階を除く階数が11以上のもの（総務省

令で定める部分を除く。）にスプリンク

ラー設備を設置しなければならないもの

とされている一方で、その設置を要しな

図-1
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い総務省令で定める部分に関しては、規

則第13条において規定されています。

ここで、改正前の規定では、11階建て

以上の共同住宅（令別表第１⑸項ロに掲

げる防火対象物）の一部（防火対象物の

用途に供される部分の床面積の合計が当

該部分が存する防火対象物の延べ面積の

10分の１を超えるもの、又は300㎡以上

であるもの）に民泊（令別表第１⑸項イ

に掲げる防火対象物）が入る場合、当該

防火対象物が11階建て以上の複合用途防

火対象物（令別表第１⒃項イに掲げる防

火対象物）となるため、建物全体にスプ

リンクラー設備の設置義務が生じること

になり、民泊の有無により設置義務に大

きな差が生じてしまうことになります。

そこで、本改正において、規則第13条

第１項に第１号の２を新設し、令別表

第１⒃項イに掲げる防火対象物のうち、

一定の区画を有する10階以下の階（住

戸利用施設（後述）の床面積の合計が

3,000 ㎡以上となる防火対象物の階のう

図-2
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ち、当該部分が存する階や住戸利用施設

が1,000 ㎡以上存する地階・無窓階及び

1,500 ㎡以上存する４階以上10 階以下の

階等を除く。）ではスプリンクラー設備

の設置を不要としました。

なお、上述の「一定の区画」において、

個別の制限を設けた主な理由は以下のと

おりです。

①　令別表第１⑸項ロに掲げる部分にも

区画を求める理由

令別表第１⑸項イに掲げる防火対象物

の利用者は建物構造に不案内であるため、

他の住戸等が火災になった際に、建物外

への避難が困難となるおそれがあること

から、全住戸及び廊下に延焼拡大措置が

図られている区画を有する防火対象物の

み10階以下のスプリンクラー設備を免除

できることとしています。

②　令別表第１⑸項イに掲げる防火対象

物に100㎡の区画を求める理由

規則第13条第１項第１号に規定するい

わゆる居住型福祉施設との整合を図った

ほか、令別表第１⑸項イに掲げる防火対

象物の面積が大きくなるにつれ、火気設

備の使用方法や建物構造・設備等に不案

内な宿泊者の人数が増えることになり、

出火危険性、初期消火困難性及び避難困

難性が高まるため、面積制限を設けてい

ます。

③　令別表第１⑸項イに掲げる防火対象

物及び居住型福祉施設の床面積の合計

が3,000㎡以上のものを除いている理

由

令別表第１⑸項イ及びロに掲げる防火

対象物が入る令別表第１⒃項イに掲げる

防火対象物において、同令第12条第１項

第10号の規定によりスプリンクラー設備

が必要となる場合、当該除外規定を設け

ないと、11階建て以上の場合に設置を免

除できる一方、10階建て以下の場合には

免除できないという矛盾が生じるため、

同令第12条第１項第10号の規定によりス

プリンクラー設備が必要となる場合には、

今回の免除規定を一律適用できないこと

としています。

④　令別表第１⑸項イに掲げる防火対象

物及び居住型福祉施設の床面積の合計

が地階・無窓階1,000㎡以上、４階以

上10階以下の階1,500㎡以上のものを

除いている理由

令別表第１⑸項イ及びロに掲げる防火

対象物が入る令別表第１⒃項イに掲げる

防火対象物において、同令第12条第１項

第11号イの規定によりスプリンクラー設

備が必要となる場合、当該除外規定を設

けないと、11階建て以上の場合に設置を

免除できる一方、10階建て以下の場合に

は免除できないという矛盾が生じるため、

同令第12条第１項第11号イの規定により

スプリンクラー設備が必要となる場合に

は、今回の免除規定を一律適用できない

こととしています

２）誘導灯の設置基準の見直しについて
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（規則第28条の２）

令第26条第１項において、誘導灯を設

置しなければならない防火対象物が規定

されており、同条同項ただし書において、

避難が容易であると認められるもので総

務省令で定めるものについては、この限

りでないとされ、総務省令で定める部分

に関しては、規則第28条の２において規

定されています。

ここで、改正前の規定では、令別表第

１⒃項イに掲げる防火対象物となるもの

のうち、令別表第１⑸項ロ並びに⑹項ロ

及びハに掲げる防火対象物のうち居住型

福祉施設のみで構成されているものは、

一定の区画条件を満たすことで、令別表

第１⑸項ロに掲げる防火対象物部分の誘

導灯は免除できることとされていますが、

当該規定に同令同表第１⑸項イに掲げる

防火対象物が含まれていないため、11階

建て以上の共同住宅の一部に民泊が入る

場合、当該防火対象物が11階建て以上の

複合用途防火対象物となるため、建物全

体に誘導灯の設置義務が生じることにな

り、民泊の有無により設置義務に大きな

差が生じてしまうことになります。

そこで、本改正において、規則第28条

の２第１項に第４号の２を新設し、令別

表第１⒃項イに掲げる防火対象物のうち、

一定の区画を有する10階以下の階（住戸

利用施設が存する階や地階・無窓階等を

除く。）では誘導灯の設置を不要としま

した。（【図-2】参照）

３）特定共住省令に関する事項

令第29条の４第１項において、総務省

令で定めるところにより、通常用いられ

る消防用設備等に代えて用いることがで

きる消防の用に供する設備等を用いるこ

とができるとされ、総務省令で定める部

分の一部に関しては、特定共住省令第２

条において定められています。

ここで、改正前の規定では、特定共同

住宅等（特定共住省令第２条第１号）の

一部に宿泊施設（令別表第１⑸項イに掲

げる防火対象物）が入る場合、特定共同

住宅等に該当しなくなり、屋内消火栓設

備、自動火災報知設備、スプリンクラー

設備等の設置が必要となる場合がありま

す。

そこで、住宅宿泊事業法の公布や旅館

業法の改正等により、共同住宅の一部に

令別表第１⑸項イに掲げる防火対象物が

入ることが想定されること、共同住宅の

一部に存する令別表第１⑸項イに掲げる

防火対象物は共同住宅と同様の構造を有

しており、可燃物量は一般的に共同住宅

以下であることから、本改正において、

従来の福祉施設等（特定共住省令第２条

第１号の２）に令別表⑸項イに掲げる防

火対象物を加えることで、「住戸利用施

設」と改め、令別表第１⑸項ロに掲げる

防火対象物又は令別表第１⑸項ロに掲げ

る防火対象物と住戸利用施設との令別表

第１⒃項イに掲げる防火対象物であって、

令別表第１⑸項ロに掲げる防火対象物部
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分の床面積の合計が全体の２分の１以上

のものを特定共同住宅等としました。

また、上述の他に、住戸利用施設の合

計が3,000㎡以上となる場合には住戸利

用施設が存する階、並びに住戸利用施設

が1,000 ㎡以上存する地階・無窓階及び

住戸利用施設が1,500 ㎡以上存する４階

以上の階を有する場合には要件に該当す

る階では、スプリンクラー設備の設置が

必要となりますが、この場合において、

共同住宅用スプリンクラー設備での代替

を可能としました。

４）特小施設省令に関する事項

３）と同様に、令第29条の４第１項に

おいて、総務省令で定めるところにより、

通常用いられる消防用設備等に代えて用

いることができる消防の用に供する設備

等を用いることができるとされ、総務省

令で定める部分の一部に関しては、特小

施設省令第３条において定められてい

ます。

ここで、改正前の規定では、延べ面積

が300㎡以上500㎡未満の共同住宅の一部

に民泊が入り、かつ、令別表第１⑸項イ

に掲げる防火対象物部分が全体の10分の

１を超える面積となった場合、建物全体

に自動火災報知設備の設置が必要となる

場合があります。

そこで、本改正において、延べ面積が

300㎡以上500㎡未満の令別表第１⒃項イ

に掲げる防火対象物（令別表第１⑸項イ

及びロに掲げる用途以外の用途に供され

る部分が存しないもの）のうち、令別表

第１⑸項イに掲げる防火対象物部分の床

面積の合計が300㎡未満のものにも、特

図-3
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定小規模施設用自動火災報知設備を設置

できることとしました。

なお、令別表第１⑸項イに掲げる防火

対象物部分の床面積の合計が300㎡未満

とした理由は、複合型居住施設における

必要とされる防火安全性能を有する消防

の用に供する設備等に関する省令（平成

22年総務省令第７号）では、居住型福祉

施設（同令第２条第１号）の床面積の合

計が300㎡未満とされていることと整合

を図ったためです。

また、上述の防火対象物には、本改正

により、従来の設置範囲よりも広くなる

ことから、階段や廊下の数や範囲も広が

ることが想定されるため、階段及び廊下

に感知器を設置することとしています。

このような、特定小規模施設用自動火

災報知設備の設置範囲拡大に対応するた

め、従来の無線式感知器のみで構成され

る特定小規模施設用自動火災報知設備に

中継器を付加し、より多数の無線式感知

器を設置することができるシステムが開

発・設置されてきているところです。こ

れを踏まえ、特小施設省令第２第５号た

だし書きにより受信機を設置せず、無線

式の感知器のみで構成される場合には、

引き続き、その施工容易性に鑑みて消防

設備士でなくとも工事及び整備を実施す

ることができるとしていますが、このよ

うに中継器を付加する場合には、その施

工にあたり一定の知識と技術が必要であ

ることから、「消防法施行令第36条の２

第１項各号及び第２項各号に掲げる消防

用設備等に類するものを定める件（平成

16年消防庁告示第14号）」を改正し、消

防設備士でなければ工事及び整備を実施

することができないこととしました。ま

た、自動試験機能等対応型感知器及び中

継器により構成されるものは、自動試験

機能等対応型感知器のみで構成されるも

のと同様、点検時の作動試験等は不要と

しています。

４　おわりに

ここまで、本改正における主な改正内

容について概観しました。本改正に関し

て、｢ 消防法施行規則等の一部を改正す

る省令の公布について ｣（平成30年６月

１日付け消防予第369号）を地方公共団

体宛てに通知し、併せて、「消防法施行

規則等の一部を改正する省令等の参考資

料の送付について」（平成30年６月１日

付け事務連絡）にて参考資料を送付しま

した。

今後も、本改正を踏まえ、適切な消防

用設備等の維持・管理をお願いします。

以上
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協会情報
NS

　平成29年度の受託評価業務を振り返って

警 報 設 備 部

消火・消防設備部

虎 ノ 門 事 務 所

はじめに

平成29年度における受託評価業務の依頼状況は以下のとおりです。

１．依頼状況の概要

区　　　　分
依頼件数
又は個数

品質評価における型式評価・型式変更評価の依頼状況（自主表示対象機
械器具を含む）

133

認定評価における型式評価・型式変更評価の依頼状況 44

特定機器評価における型式評価・型式変更評価の依頼状況 4

品質評価における型式適合評価等の依頼状況（自主表示対象機械器具を
含む）

8,982,903

認定評価における型式適合評価の依頼状況 2,515,309

特定機器評価における型式適合評価の依頼状況 330,686

品質評価における更新等の依頼状況 173

認定評価における更新等の依頼状況 286

特定機器評価における更新等の依頼状況 8

自主表示対象機械器具の型式評価・型式変更評価の依頼状況 56

自主表示対象機械器具の型式適合評価の依頼状況 2,475,962

特殊消防用設備等の性能に関する評価の依頼状況 0

特定機器評価における総合評価の依頼状況 1
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２．品質評価業務関係

2-1．型式評価・型式変更評価

⑴　補助警報装置及び中継装置

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⑵　音響装置 

・依頼件数は１件で、前年度は０件でした。

・不合格は０件でした。

⑶　予備電源

・依頼件数は０件で、前年度は１件でした。

⑷　外部試験器

・依頼件数は０件で、前年度は１件でした。

⑸　放火監視機器

・依頼件数は４件で、前年度は０件でした。

・不合格は０件でした。

⑹　光警報装置及び光警報制御装置

・依頼件数は前年度と同様３件でした。

・不合格は０件でした。

⑺　消火器加圧用ガス容器

・依頼件数は０件で、前年度は11件でした。

⑻　蓄圧式消火器用指示圧力計

・依頼件数は０件で、前年度は２件でした。

⑼　消火器及び消火器加圧用ガス容器の容器弁

・依頼件数は前年度と同様０件でした。



 検定協会だより　30年７月

－13－

⑽　消火設備用消火薬剤

・依頼件数は０件で、前年度は２件でした。

⑾　住宅用スプリンクラー設備及び同構成部品

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⑿　特殊消防ポンプ自動車等に係る特殊消火装置

・依頼件数は45件で、前年度は35件でした。

・不合格は０件でした。

⒀　可搬消防ポンプ積載車

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⒁　ホースレイヤー

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⒂　消防用積載はしご

・依頼件数は前年度と同様１件でした。

・不合格は０件でした。

⒃　消防用接続器具

・依頼件数は23件で、前年度は10件でした。

・不合格は０件でした。

2-2．型式適合評価・確認評価

⑴　補助警報装置及び中継装置

・依頼個数は前年度と同様０個でした。
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⑵　音響装置

・依頼個数は3,810個で、前年度の2,390個に対し

59.4％増加した。

・不合格はなかった。

⑶　 予備電源

・依頼個数は270,124個で、前年度の246,887個に

対し9.4％増加した。

・不合格はなかった。

⑷　 外部試験器

・依頼個数は1,551個で、前年度の1,583個に対し

2.0％減少した。

・不合格はなかった。

⑸　放火監視機器

・放火監視センサーの依頼個数は2,839個で、前

年度の6,100個に対し53.5％減少した。

・放火監視受信装置の依頼個数は20個で、前年度

の21個に対し4.8％減少した。

・不合格はなかった。

⑹　光警報装置及び光警報制御装置

・光警報装置の依頼個数は11,328個で、前年度は０個であった。

・光警報制御装置の依頼個数は190個で、前年度は０個であった。

・不合格はなかった。
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図-4　放火監視機器
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図-2　予備電源
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図-3　外部試験器
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⑺　消火器加圧用ガス容器

・依頼個数は604,600個で、前年度の1,034,800個

に対し41.6％減少した。

・不合格はなかった。

⑻　蓄圧式消火器用指示圧力計

・依頼個数は4,553,005個で、前年度の4,354,897

個に対し4.5％増加した。

・不合格はなかった。

⑼　消火器及び消火器加圧用ガス容器の容器弁 

・依頼個数は34,080個で、前年度の32,268個に対

し5.6％増加した。

・不合格は１件960個でした。

不良内容

ア　規定の表示がないもの（１件）

⑽　消火設備用消火薬剤

・依頼個数は983,995個で、前年度の951,750個に

対し3.4％増加した。

・不合格は１件55個でした。

不良内容

ア　消火試験において消火不良のもの（１件）

⑾　 住宅用スプリンクラー設備及び同構成部品

・依頼個数は前年度と同様０個でした。
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図-5　消火器加圧用ガス容器

図-6　蓄圧式消火器用指示圧力計
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図-8　消火設備用消火薬剤
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図-7　消火器及び消火器加圧用ガス容器
の容器弁
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⑿　特殊消防ポンプ自動車等に係る特殊消火装置

・依頼台数は371台で、前年度の379台に対し2.1％

減少した。

・不合格は１件１台でした。

不良内容

ア　水槽送水バルブが作動しないもの（１件）

⒀　可搬消防ポンプ積載車

・依頼台数は前年度と同様22台でした。

・不合格はなかった。

⒁　ホースレイヤー

・依頼台数は78台で、前年度の81台に対し3.7％

減少した。

・不合格はなかった。

⒂　消防用積載はしご

・依頼個数は2,367個で、前年度の3,038個に対し

22.1％減少した。

・不合格はなかった。
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図-10　可搬消防ポンプ積載車
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図-9　特殊消防ポンプ自動車等に係る特
殊消火装置
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図-11　ホースレイヤー
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図-12　消防用積載はしご
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⒃　消防用接続器具

・依頼個数は38,158個で、前年度の39,084個に対

し2.4％減少した。

・不合格はなかった。

⒄　外部試験器の校正

・依頼個数は335個で、前年度の285個に対し

17.5％増加した。

・不合格はなかった。

⒅　オーバホール等整備を行った特殊消防自動車

に係る特殊消火装置

・依頼個数は68台で、前年度の66台に対し3.0％

増加した。

・不合格は１件１台でした。

不良内容

ア　安全装置が作動しないもの（１件）

３．自主表示対象機械器具の品質評価業務関係

3－1．型式評価・型式変更評価

⑴　動力消防ポンプ

（1-1）消防ポンプ自動車

・依頼件数は９件で、前年度は５件でした。

・不合格は１件でした。

不良内容

ア　耐落水試験において放水できないもの（１件）
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図-13　消防用接続器具

0

20

40

60

80

平成25 26 27 28 29 （年度）

56 59
66 66

68

（台）

図-15　オーバーホール等整備を行った特
殊消防自動車に係る特殊消火装置
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図-14　外部試験器の校正
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（1-2）可搬消防ポンプ

・依頼件数は２件で、前年度は３件でした。

・不合格は０件でした。

⑵　消防用吸管

・依頼件数は０件で、前年度は１件でした。

⑶　消防用ホース

・依頼件数は32件で、前年度は27件でした。

・不合格は２件でした。

不良内容

ア　構造（１件）

イ　内張り（１件）

⑷　消防用結合金具

・依頼件数は11件で、前年度は14件でした。

・不合格は０件でした。

⑸　漏電火災警報器

・依頼件数は２件で、前年度は13件でした。

・不合格は０件でした。

⑹　エアゾール式簡易消火具

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

3－2．型式適合評価

⑴　動力消防ポンプ

（1-1）消防ポンプ自動車

・依頼台数は1,096台で、前年度の1,172台に対し

6.5％減少した。

・不合格は１件１台でした。

不良内容
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図-16　消防ポンプ自動車
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ア　耐圧試験において、中継配管から漏水する

もの（１件）

（1-2）可搬消防ポンプ

・依頼台数は3,700台で、前年度の3,589台に対し

3.1％増加した。

・不合格は２件２台でした。

不良内容

ア　放水口開閉バルブが全開にならないもの

（１件）

イ　耐圧試験において、放水配管から漏水する

もの（１件）

⑵　消防用吸管

・依頼本数は8,380本で、前年度の8,397本に対し

0.2％減少した。

・不合格はなかった。

⑶　消防用ホース

・依頼本数は638,072本で、前年度の702,475本に

対し9.2％減少した。

・不合格は２件582本でした。

不良内容

ア　縦糸のより合わせ本数が申請値と異なるも

の（１件）

イ　内径が規格値を外れるもの（１件）
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図-19　消防用ホース
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図-18　消防用吸管
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図-17　可搬消防ポンプ
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⑷　消防用結合金具

・依頼個数は1,280,690個で、前年度の1,516,451

個に対し15.5％減少した。

・不合格はなかった。

⑸　漏電火災警報器

・変流器の依頼個数は39,504個で、前年度の

42,355個に対し6.7％減少した。

・受信機の依頼個数は34,372個で、前年度の

34,098個に対し0.8％増加した。

・不合格はなかった。

⑹　エアゾール式簡易消火具

・依頼個数は470,148個で、前年度の317,009個に

対し48.3％増加した。

・不合格はなかった。

４．認定評価業務関係

4-1．型式評価・型式変更評価・確認評価

⑴　自動火災報知設備の地区音響装置

・依頼件数は１件で、前年度は０件でした。

・不合格は１件でした。

不良内容

ア　音圧特性試験（１件）
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図-21　漏電火災警報器
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図-22　エアゾール式簡易消火具
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図-20　消防用結合金具
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⑵　非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン

・依頼件数は１件で、前年度は２件でした。

・不合格は０件でした。

⑶　非常警報設備の放送設備

・依頼件数は18件で、前年度は19件でした。

・不合格は２件でした。

不良内容

ア　音圧試験（１件）

イ　構造・表示試験（１件）

⑷　パッケージ型自動消火設備及び同構成部品

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⑸　総合操作盤

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⑹　易操作性１号消火栓

・依頼件数は２件で、前年度は４件でした。

・不合格は０件でした。

⑺　２号消火栓・補助散水栓

・依頼件数は０件で、前年度は２件でした。

⑻　広範囲型２号消火栓

・依頼件数は前年度と同様２件でした。

・不合格は０件でした。

⑼　ノズル

・依頼件数は１件で、前年度は０件でした。

・不合格は１件でした。

不良内容
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ア　曲げ試験で破損するもの（１件）

⑽　消防用ホースと結合金具の装着部

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

⑾　放水型ヘッド等スプリンクラー設備

・依頼件数は３件で、前年度は２件でした。

・不合格は０件でした。

⑿　特定駐車場用泡消火設備

・依頼件数は16件で、前年度は９件でした。

・不合格は閉鎖型泡水溶液ヘッド２件でした。

不良内容

ア　作動試験において作動が不完全なもの（２件）

4－2．型式適合評価・確認評価

⑴　自動火災報知設備の地区音響装置

・依頼個数は378,795個で、前年度の327,789個に

対し15.6％増加した。

・不合格はなかった。

⑵　非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン

・依頼個数は75,605個で、前年度の67,307個に対

し12.3％増加した。

・不合格はなかった。
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図-23　自動火災報知器設備の地区音響装置
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図-24　非常警報設備の非常ベル及び自動
式サイレン
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⑶　非常警報設備の放送設備

・依頼個数は1,193,004個で、前年度の1,152,849

個に対し3.5％増加した。

・不合格はなかった。

⑷　パッケージ型自動消火設備及び同構成部品

・依頼個数は300個で、前年度の144,512個に対

し99.8％減少した。内訳では、消火設備が

240個で前年度の126個に対し90.5％増加、ま

た、同構成部品は60個で、前年度の

144,386個に対し100.0％減少した。

・不合格はなかった。

⑸　総合操作盤

・依頼個数は前年度と同様０個でした。

⑹　易操作性１号消火栓

・依頼個数は33,153個で、前年度の33,805個に

対し1.9％減少した。

・不合格はなかった。
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図-25　非常警報設備の放送設備
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図-27　易操作性１号消火栓

図-26　パッケージ型自動消火設備及び同構
成部品
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⑺　 ２号消火栓・補助散水栓

・依頼個数は27,897個で、前年度の22,631個に対

し23.3％増加した。

・不合格はなかった。

⑻　広範囲型２号消火栓

・依頼個数は6,345個で、前年度の4,035個に対し

57.2％増加した。

・不合格はなかった。

⑼　ノズル

・依頼個数は117,336個で、前年度の114,410個に

対し2.6％増加した。

・不合格は３件593台でした。

不良内容

ア　寸法検査において、規定値を外れるもの

（３件）

⑽　消防用ホースと結合金具の装着部

・依頼個数は583,393個で、前年度の664,117個に

対し12.2％減少した。

・不合格はなかった。
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図-28　２号消火栓・補助散水栓

図-29　広範囲型２号消火栓

図-30　ノズル

図-31　消防用ホースと結合金具の装着部
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⑾　放水型ヘッド等スプリンクラー設備

・１号評価を受けた放水型ヘッド等スプリンクラー設備の主要構成装置の型式適合評価

依頼は、放水部は7,077個で前年度の3,011個に対し135.0％増加、感知部は、79個で

前年度の102個に対し22.5％減少、制御部は949個で前年度の1,300個に対し27.0％減

少した。また、手動操作部は183個で前年度の200個に対し8.5％減少、受信部は０個

で前年度の５個に対し皆減した。

全体の依頼個数は、8,288個で前年度の4,618個に対し、79.4％増加した。

・不合格はなかった。

⑿　特定駐車場用泡消火設備

・依頼個数は99,370個で、前年度の68,652個に対し44.7％増加した。

・不合格はなかった。

５．特定機器評価業務

5-1．総合評価

・依頼件数は１件で、前年度は２件でした。

5-2．型式評価・型式変更評価

・依頼件数は４件で、前年度は10件でした。

・不合格は０件でした。
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図-32　放水ヘッド等スプリンクラー設備
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5-3．型式適合評価

・依頼個数は330,686個で前年度は275,791個でした。

・不合格は１件12個でした。

不良内容

ア　降下速度試験において、復帰しないもの（１件）

６．特殊消防用設備等の性能に関する評価

・依頼件数は前年度と同様０件でした。

７．特例の評価依頼

・依頼件数は６件で、前年度は３件でした。
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協会情報
NS

企画研究部情報管理課

　「東京国際消防防災展2018」での

　展示ブースの出展報告

「東京国際消防防災展2018」（以下「防災展」という。）が、東京ビッグサイト東ホー

ルにおいて、平成30年５月31日（木）から同年６月３日（日）までの４日間にわたって

開催されました。

防災展は、過去の災害を教訓とした各種災害リスクを周知し ､都民等の防火防災意識

及び行動力を向上させるとともに ､住民・企業・行政による三者相互の連携強化並びに

関連技術 ･産業の振興を促進することを目的として、東京消防庁、株式会社東京ビッグ

サイト及び東京国際消防防災展2018実行委員会の主催で開催されました。

防災展は、日本消防検定協会（以下「協会」という。）も協賛し、協会の事業及び検

定制度に関する理解を深めていただくとともに、住宅用防災機器の普及促進・啓発等を

併せて行うために展示ブースを出展しま

した。

防災展の初日は曇りのち雨だったもの

の、以降の３日間は天候に恵まれ、４日

間の来場者数の合計は前回、前々回を上

回る179,428人に上り、協会ブースの来

場者数は1,348人（パンフレット配布数）

となりました。

ブースには、主に協会の概要及び業務の紹介を目的として次のものを展示しました。

⑴　映像の放映

ブースの正面上部に設置した60インチモニターで

協会の業務の紹介映像を繰り返し放映し、希望され

た方に当該 DVD を配布しました。

また、２台の14インチモニターでは、住宅防火を

目的として「わが家の消火器具」及び「住宅火災か

ら家族を守るために」を繰り返し放映しました。

多くの来場者で賑わった協会ブース

協会の業務の紹介映像
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⑵　パネルの展示

①　協会の業務の紹介パネル

協会の業務を紹介するパネルとして、「信頼

できる消防機器のために」、「検定業務」、「受託

評価業務」、「消防機器の使われ方」の４枚のパ

ネルを展示しました。

②　消防用ホースのパネル

消防用ホースを紹介するパネルとして、日本消防ホース工業会のご協力により作

成した「消防用ホースカットモデル」を展示しました。

③　無線連動型住宅用防災警報器関係のパネルと実演

無線式の住宅用防災警報器の実機を取り付けた

「無線連動型住宅用防災警報器のはたらき」という

パネルを展示するとともに、住宅用防災警報器（煙

式）感度試験機の模型を用いて住宅用防災警報器を

実際に作動させ、パネルに取り付けた住宅用防災警

報器が無線で連動して警報を発する様子を見ていた

だきました。

④　消火試験のパネル

消火器消火試験を紹介するパネルとして、「クリブ消

火試験風景」のパネルを展示台に設置したＡ火災模型

( Ａ－２) の側面に展示しました。

⑶　カットモデル等の展示 

実際に手に取って、触れていただくことを目的として、

消火器、エアゾール式簡易消火具等のカットモデル、蓄圧

式消火器（デモンストレーション用に薬剤等を抜いたもの）を用いたデモ用消火器及

び各種消火薬剤を展示しました。

また、閉鎖型スプリンクラーヘッドのカットモデル、消防用ホースの試験試料、Ａ

火災及びＢ火災の試験模型、各社の住宅用防災警報器を展示しました。

パネルや各種の展示品

無線連動型住警器のパネルと実演

Ａ火災模型（Ａ－２）
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⑷　配布物

ブースへの来場者には、協会のパンフレットを配

布するとともに、アンケートを実施し、回答してい

ただいた方やお子様には、協会名の入ったペン立て

（消防車両型）をお渡しし、好評をいただきました。

なお、アンケートの回答者数は886人で、その結

果については、次号以降の検定協会だよりに掲載す

る予定です。

初日、２日目は平日ということもあり、消防防災の関係者の来場が多く見受けられま

したが、３日目、４日目は土曜日、日曜日で、子供連れの家族や学生、少年消防団など

一般の方々が多く見受けられました。

また、海外からの来場者も多く、日本で消防用機械器具等の型式を取得する方法等に

ついて、熱心に質問される方も多数見られました。

協会の展示に関しては、Ａ火災模型（Ａ－２）を迫力のある消火試験のパネルと共に

設置したことで、来場者に非常に興味を持っていただき、また、消火試験のイメージを

掴んでいただきました。

さらに、消火器や閉鎖型スプリンクラーヘッドのカットモデルなど、普段内部を見る

ことのできない機器の構造については、多くの来場者が興味深そうに眺めていました。

特に、消防設備士を目指すという方が数名、熱心に構造について質問していました。

無線式連動型住宅用防災警報器の実演を見て、一般の来場者の多くの方々が興味・関

心を示されていました ｡また、電池の寿命や清掃、点検方法等についての質問を多数い

ただき、来場者の住宅用防災警報器への関心が高いことが感じられました。なお、消防

業界の関係者からは、住宅用防災警報器感度試験機に関するご質問を多数いただきま

した。

このように、４日間の累計で1,300人を超える方々にご来場いただき「消防用機械器

具等の安全性の確保をもって、火災から人命及び財産を安全に保護する」という当協会

の理念をご理解いただけたものと感じました。

最後に、ご来場いただいた皆様をはじめ、協会の出展にご協力、ご尽力いただいた

方々にお礼申し上げます。今後も、協会の業務について一層ご理解いただき、防火・防

災意識の啓発・高揚につながる出展を企画してまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。

協会名の入ったペン立て
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企画研究部情報管理課

　「第18回レスキューロボットコンテスト」

　への展示ブースの出展について

平成30年８月11日（土 ･祝）・12日（日）の２日間、

神戸サンボーホールにおいて「第18回レスキューロ

ボットコンテスト」が開催されます。

当協会では、本コンテスト会場内の「あそぼう！ま

なぼう！ロボットランド」会場に展示ブースを出展し、

『信頼できる消防機器のために』をキャッチフレーズ

に、来場者の皆様に当協会の業務について一層ご理解

いただけるよう、国家検定業務等の関連映像、パネル、

防災機器等の展示を行います。

なお、当協会展示ブースは、両日ともに10時から17時まで出展します。競技会本選は

８月11日13時30分から12日17時15分まで開催される予定です。皆様のご来場を心よりお

待ちしております。

お問合せ先：日本消防検定協会　企画研究部情報管理課　森本

　　    TEL：0422-44-7471

【会場アクセス】

会場：神戸サンボーホール

　　　神戸市中央区浜辺通５－１－３２

◆ポートライナー「貿易センター駅」下車すぐ

◆ JR「三ノ宮駅」から徒歩１０分

◆阪急・阪神「三宮駅」から徒歩１０分

◆神戸市営地下鉄 ｢ 三宮 ･ 花時計前駅 ｣ から徒歩５分

ー

ー

ー

昨年度の展示ブースの様子

 

展示ブース及び競技会本選スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
13:00     競技会開場 
13:30～17:30  開会式・ファーストミッション 

第１～７競技 
 
9:30     競技会開場 

10:00～12:20  セカンドミッション第１～４競技 
13:00～15:45  ファイナルミッション第１～４競技 
15:45～16:40  講演｢多様な移動方式が可能な災害 

対応脚型ロボットに関する研究｣ 

橋本健二（明治大学 理工学部 機械情 

報工学科､第13回 競基弘賞学術業績賞） 

16:40～17:15  表彰式・閉会式 

ファーストミッションでは、14チームからファイナルミッションへ進出する６チームを選びます。 

セカンドミッションでは、さらに２チームを選びます。 

8/11(土･祝) 

8/12(日) 

10:00～17:00 当協会展示ブース 
オープン 

 
 
 

10:00～17:00 当協会展示ブース 
オープン 

 
 
 

 

 

日程 展示ブース 競技会 
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協会情報
NS

　平成 30 年５月下旬に、台湾において消防用機器

等の認可業務を行う財団法人消防安全中心基金会

（ＣＦＳ）の洪 副執行長の表敬を受けました。

　一行はアジア消防長協会（ＩＦＣＡＡ）総会及び

東京国際消防防災展2018の見学のために訪日されま

した。

１　日時

　　平成30年５月30日（水）

　　９時30分～10時30分

２　場所

　　日本消防検定協会

　　役員応接室

３　訪問者（敬称略）

　　副執行長　洪嘉飛

　　　　　　　林君澤
写真-1　記念品交換の様子

写真-2　検定協会玄関にて

企画研究部企画研究課

　財団法人 消防安全中心基金会（ＣＦＳ）の

　表敬訪問について
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企画研究部企画研究課

　財団法人 中華民国消防技術顧問基金会

　（ＴＦＴＦ)の表敬訪問について

平成30年６月初めに、台湾において消防用機器等の認可業務を行う財団法人中華民国

消防技術顧問基金会（ＴＦＴＦ）の陳 総経理の表敬を受けました。

また、表敬の後、依頼のあった「消火薬剤等」についての研修を行いました。

　１　日時　　　平成30年６月１日（金）10時00分～12時00分

　２　場所　  　日本消防検定協会　役員応接室及びＢ会議室

　３　訪問者　　総経理　　　　陳　安中

　　（敬称略）　 主任　　　　　陳　昆顯

　　　　　　　　日本語事務員　楊　佳偵

　４　表敬の様子

写真-4　映像による説明写真-3　基準等の説明

写真-2　検定協会玄関にて写真-1　表敬訪問

　５　研修の様子
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日直

おしらせ

有効期限を経過した受託評価品目

【消防用吸管】

試　験　番　号
承認

年月日
住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者

有効期限の
終期日

Ｓ０１０２８００ S55.6.5 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０４０００ S62.7.14 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０４８００ S54.12.25 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０７０００ S50.6.11 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０７００１ S52.11.25 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０８０００ S52.11.25 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０８００１ S57.4.22 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０８００２ S62.7.14 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１０８００３ H1.6.28 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１１００００ S51.6.21 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１１０００１ S52.11.25 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１１１０００ S52.8.19 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１１１００１ S.52.11.25 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号
タイガースポリマー
株式会社

H30.3.31

Ｓ０２０７０００ S45.12.23 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０７００１ H1.6.28 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８０００ S45.12.23 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００１ S52.4.13 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００２ S59.10.11 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００３ H4.7.13 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００４ H5.3.18 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００５ H6.1.28 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０８００６ H9.7.1 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２１００００ S46.2.26 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２１１０００ S52.4.1 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０２１１００１ H2.1.17 東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 櫻護謨株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０４０００ S56.3.3 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０７０００ S46.5.17 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31
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Ｓ０３０７００１ S48.11.1 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０７００２ H5.6.28 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８０００ S46.2.12 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００１ S47.9.6 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００２ S59.6.12 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００３ S62.3.9 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００４ H7.3.29 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００５ H7.4.13 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００７ H17.4.26 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００８ H17.10.5 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８００９ H17.10.5 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８０１０ H22.6.29 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３０８０１１ H22.6.29 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３１００００ S46.4.5 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３１０００２ H11.4.20 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３１０００３ H23.4.12 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３１１００１ H7.10.11 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０３１１００２ H23.4.12 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目９番５号 オーサカゴム株式会社 H30.3.31

Ｓ０４０７０００ H2.6.14 京都府京都市左京区北白川久保田町３５番地 オカニワ株式会社 H30.3.31

Ｓ０４０８０００ S63.11.17 京都府京都市左京区北白川久保田町３５番地 オカニワ株式会社 H30.3.31

Ｓ０４０８００１ H5.8.5 京都府京都市左京区北白川久保田町３５番地 オカニワ株式会社 H30.3.31

Ｓ０４１１０００ H2.6.14 京都府京都市左京区北白川久保田町３５番地 オカニワ株式会社 H30.3.31

上記の機械器具等が型式に係る有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされませんでしたのでお知らせします。

上記の機械器具等は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の型式適合評価を受

け、合格表示が行われることはありません。

既に設置され又は型式適合評価を受け合格表示が行われた上記の機械器具等については、型式適合評価時におい

て基準への適合性が確認されており適正な設置及び維持管理がされていれば、当該有効期限の経過による使用への

影響はありません。
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協　会　通　信

■■業界の動き■■
- 会議等開催情報 -

◆（一社）日本火災報知機工業会◆

○業務委員会（平成30年６月13日）

・平成29年度事業報告及び決算書（収支

計算書等）について

・平成30年５月度理事会概要報告につい

て

・平成30年度定時総会概要報告について

・住宅用火災警報器関連の報告他

検定申請個数等の定例報告

・事務局長会議議事概要について

・第６回データ審査型式適合検定責任者

講習（新規講習）の開催について

・消防機器等製品情報センター運営会議

議事概要について

・委員長連絡会報告　

○メンテナンス委員会

 （平成30年６月28日）

・点検実務マニュアル改訂小委員会報告

・維持運用管理手法小委員会報告

メンテナンス委員会の今後の検討課

題について

平成30年６月１日官報の省令及び告

示の公布について

・委員長連絡会報告

○技術委員会（平成30年６月14日）

・火報システム技術検討小委員会報告

エコマーク（加煙試験器）について

特小自火報設備の設置範囲拡大につ

いて

非常警報設備の基準の一部改正につ

いて

屋外警報装置等の技術基準の検討に

ついて

・委員長連絡会報告

○設備委員会（平成30年６月27日）

・設備性能基準化小委員会報告

平成30年６月１日官報の省令及び告

示の公布について

弱電耐火ケーブルについて

「公共建築工事標準市詔書（電気設

備工事編）平成31年版」等の改定意

見の募集について

光警報装置ピクトグラムについて

・事基準書ハンドブック小委員会報告

・委員長連絡会報告

○システム企画委員会

 （平成30年６月28日）

・火報関連システムとの連携調査小委員

会報告

・委員長連絡会報告　　

○住宅防火推進委員会

 （平成30年６月14日）

・交換推進 WG について
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検討テーマ進捗状況について

テレビ CM・ラジオ CM 報告につい

て

・第107回全国消防長会予防委員会報告

について

・住宅用火災警報器検定依頼個数につい

て

・お客様電話相談室受付結果について

◆（一社）日本消火器工業会◆

○第１回 PR 委員会

 （平成30年６月19日）

・「消火器のしおり」改訂について

・「国際福祉機器展」立会い協力依頼に

ついて

・型式失効に伴う回収促進について

○第３回技術委員会

 （平成30年６月20日）

・「消火器便覧」（仮称）作成について

・検定対象機械器具等における型式番号

の表記について

・高機能消火器について

○第３回企業委員会

 （平成30年６月21日）

・消火器の申請・回収状況

・理事会書面決議（平成30年度消防庁長

官表彰受賞者推薦会社の選定）につい

て

・PFOS 含有消火器・消火薬剤一覧表に

ついて

・検定対象機械器具等における型式番号

の表記について

・消火器リサイクル推進センターからの

報告

・高機能消火器の技術的検討について

・劣悪粉末消火剤の適正処分について

◆（一社）日本消火装置工業会◆

○第391回技術委員会

 （平成30年６月６日）

・平成29年度　技術委員会活動報告（概

要）について

・消火設備に関する課題および法令改正

等についての要望について

・毒劇法対応ＷＧ発足について

・その他

○第172回第一技術分科会

 （平成30年６月15日）

・平成29年度第一部会活動計画（案）に

ついて

・公共建築工事標準仕様書等改訂一次案

について

・規則第13条第３項第６号に規定する外

気の気流が流通する場所の件について

・ＳＰヘッドの開発歴史編纂事業につい

て

・その他
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協　会　通　信

協　会　通　信

○第148回第三技術分科会

 （平成30年６月19日）

・ガス系消火設備等における評価申請ガ

イドラインの改訂管理について

・標準仕様書改定一次案について

・平成29年度　第三部会技術分科会活動

報告（案）について

・消火設備に関する課題および法令改正

等についての要望書について

・その他

○第167回第二技術分科会

 （平成30年６月21日）

・毒物及び劇物取締法への対応について

・その他

◆（一社）日本消防ポンプ協会◆

○総務委員会 （平成30年６月26日）

・全国消防機器協会事務局長会議等の報

告について

・平成30年度 消防庁長官表彰に係る表

彰委員会について

・内閣府公益目的支出計画実施報告書の

提出について

・可搬消防ポンプに係る型式評価の運用

について

・消防防災研究助成金の申請結果につい

て

・その他

〇小型部会 （平成30年６月14日）

・「小型動力ポンプ点検のお願い」作成

の検討

・その他

〇小型技術委員会 （平成30年６月21日）

・燃料タンクの樹脂材質に係る検討につ

いて

・その他

〇大型技術委員会（平成30年６月22日）

・水槽付消防ポンプ自動車の細則の検討

・日本消防検定協会との合同会議

・その他
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型式承認
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

小型消火器
消第30～17号

モリタ宮田工業
株式会社

強化液　３．０ｌ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.25

消第30～18号
モリタ宮田工業
株式会社

住宅用強化液　１．０ｌ （蓄圧式、 鉄製） H30.6.7

光電式分離型感知器
（２信号及び試験機能
付）

感第30～9号 ホーチキ株式会社

１種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型 ・ 公称監
視距離５ｍ～１００ｍ
２種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型 ・ 公称監
視距離５ｍ～１００ｍ
非防水型、 普通型、 再用型、 減光式

H30.5.22

定温式スポット型
感知器

感第30～10号
ヤマトプロテック
株式会社

特種 （２４Ｖ、 ５５ｍＡ） ・ 公称作動温度６０℃
非防水型、 普通型、 再用型

H30.6.1

感第30～11号
ヤマトプロテック
株式会社

１種 （２４Ｖ、 ５５ｍＡ） ・ 公称作動温度７０℃
防水型、 普通型、 再用型

H30.6.1

光電式スポット型
感知器

感第30～12号
日本フェンオール
株式会社

３種 （２４Ｖ、 ６０ｍＡ） ・ 非蓄積型
非防水型、 普通型、 再用型、 散乱光式

H30.6.15

Ｐ型１級発信機 発第30～2号 ニッタン株式会社 屋外型 （２４Ｖ、 ５５ｍＡ） H30.6.1

中継器 中第30～10号 能美防災株式会社 直流２４Ｖ、 外部配線抵抗５０Ω H30.6.15

ＧＲ型受信機 （アナロ
グ式、 蓄積式及び自
動試験機能付）

受第30～7号 能美防災株式会社

交流１００Ｖ、 外部配線抵抗３０Ω
公称蓄積時間１０秒～６０秒
公称受信温度４０℃～８５℃
公称受信濃度 （スポット型） ２．６％／ｍ～
１７．２％／ｍ
公称受信濃度 （分離型） ８％～８０％

H30.6.15

一斉開放弁
開第30～3号 能美防災株式会社 加圧型　100 (10K、 縦 ) H30.5.22

開第30～4号 能美防災株式会社 加圧式　200 (10K、 縦 ) H30.5.22

型式変更承認
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

定温式スポット型
感知器

感第23～8～1号 能美防災株式会社
１種 （３０Ｖ、 ７５ｍＡ） ・ 公称作動温度７５℃
防水型、 耐酸型、 耐アルカリ型、 再用型

H30.6.7

新たに取得された型式一覧
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品質評価　型式評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

動力消防ポンプ Ｐ0624
株式会社篠崎ポン
プ機械製作所

消防ポンプ自動車　（Ａ－２） H30.6.11

消防用ホース

H0125FC11A 芦森工業株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．６、 呼称６５ （シング
ル、 ポリエステル ・ ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.5.18

H0724DC05A オカニワ株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．３、 呼称４０ （シング
ル、 ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、
円織）

H30.5.28

H0726DC03A オカニワ株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧２．０、 呼称４０ （シング
ル、 ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、
円織）

H30.5.28

H0225EC08A 櫻護謨株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．６、 呼称５０ （シング
ル、 ポリエステル　ポリエステル／ポリエステルフィラメント・
ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.5.31

H0325DC06A 帝国繊維株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．６、 呼称４０ （シング
ル、 ポリエステル ・ ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.5.31

H0125EC10A 芦森工業株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．６、 呼称５０ （シング
ル、 ポリエステル ・ ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.6.21

特殊消防ポンプ自動車
又は特殊消防自動車
に係る特殊消火装置

Ｍ Ｌ Ｌ Ａ Ⅲ ５ －
３５ＷＥ１－１

株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 H30.5.28

ＭＶＦ２１－１ 株式会社モリタ 屈折はしご付消防ポンプ自動車 H30.5.28

ＭＴ－１０－８ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 H30.5.28

ＭＴ－２５－３ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 H30.5.28

認定評価　型式評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

非常電話
認評放
第30～5号

能美防災株式会社 ＡＣ１００Ｖ H30.5.28
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平成30年６月

検定対象機械器具等申請一覧表
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平成30年６月

性能評価申請一覧表

受託評価等依頼一覧表
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平成30年６月
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発行　日本消防検定協会
　　　 

印刷　株式会社　三州社

検定協会だよりはホームページでもご覧になれます。
当該刊行物にご意見・ご要望・ご投稿がありましたら、本所の企画研究部情報管理課検定協会だより事務局までお問い合わせください。

e-mail：kikaku＠jfeii.or.jp　　専用 FAX  0422-44-8415

http://www.jfeii.or.jp

検定協会では、消防用機械器具等について検

定及び受託評価を行い、性能の確保に努めてい

るところですが、さらに検定及び受託評価方法

を改善するため、次の情報を収集しています。

心あたりがございましたら、ご一報下さいます

ようお願いします。

（1）　消防用機械器具等の不作動、破損等、性

能上のトラブル例

（2）　消防用機械器具等の使用例（成功例又は

失敗例）

連絡先　東京都調布市深大寺東町 4-35-16

日本消防検定協会　企画研究課

電　話　0422-44-8471（直通）

E-mail

<kikenka@jfeii. or. jp>

検定協会からのお願い

本　　　　所　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町 4-35-16
　　　　　　　　　　　　　 TEL　0422-44-7471㈹　　FAX　0422-47-3991　

大 阪 支 所　　〒530-0057　大阪市北区曽根崎 2-12-7　清和梅田ビル４階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　06-6363-7471㈹　　FAX　06-6363-7475

虎ノ門事務所　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門 2-9-16　日本消防会館 9 階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　03-3593-2991　　　FAX　03-3593-2990　

関東甲信地方は、昭和26年以降初めて６月
に梅雨明けしましたが、７月に入ってから、梅
雨のない北海道でも大雨が降り、西日本の各地
では記録的な豪雨が続いて、河川の氾濫や土砂
崩れによってたくさんの方が亡くなるなど、甚
大な被害が発生しました。
サッカーのワールドカップロシア大会の決勝
トーナメントでベルギーと戦った日本代表は、
延長戦かと思い始めた後半の追加タイムの終盤
に一瞬の隙を突かれて逆転負けし、初のベス
ト・エイト入りを逃しました。スポーツの勝敗
も災害による被害の発生も一瞬の隙が命取りに
なりかねないので、冷静、的確かつ迅速な対応
が必要です。

さて、今月号では、東京消防庁総監の村上研
一様に巻頭のことばを、消防庁予防課からは
「消防法施行規則等の一部を改正する省令等に
ついて」をご寄稿いただき、誠にありがとうご
ざいました。
８月号では、消防庁消防大学校長の平野隆様
に巻頭のことばを、消防庁消防研究センターか
らは「全国消防技術者会議の開催について」を、
大阪市消防局からは「平成29年中の規制対象
物における火災発生状況」をご寄稿いただき、
当協会からは「平成29年度の検定協会決算概
要について」、「非常警報設備の非常ベル及び自
動式サイレンの認定評価細則の一部を改正する
規程について」などを掲載する予定です。
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